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0120-226-201
コンタクトセンター

受付時間 ：  9：00～19：00（土曜日は17：00まで）　日・祝日を除く

［募集代理店］
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0120-855-519
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ご契約のしおり・約款

ネオファースト生命保険株式会社

＜無解約返戻金型収入保障保険＞

もしもの時に毎月決まった金額を受け取れる保険



ご契約のしおり
ご契約についての重要事項などぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説
明しています。必ずご一読いただきますようお願いいたします。

本冊子の構成

この「ご契約のしおり・約款」の内容は、
つぎの2つの部分に分かれています。

ご契約に際しての重要事項などについて
説明しています。

ご契約に際して1

お申し込みいただく保険商品の特徴と
について説明しています。

保険の特徴と
仕組みについて2

年金のお支払い
などについて4

ご契約後の諸手続きや各種お取扱い
について説明しています。

ご契約後について3

仕組み

約　　款
ご契約からお支払いまでのさまざまな取り決めをご説明しています。
「ご契約のしおり」とあわせてお読みいただきますようお願いいたします。

年金をお支払いできる場合・
できない場合について具体的な事例で
説明しています。
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ご契約のしおり

本冊子の構成

もくじ

目的別もくじ 
主な保険用語のご説明 
ご契約に際して
■当社の組織形態（株式会社）について
■保険契約締結の「媒介」と「代理」について
■生命保険募集人の権限と保険契約の締結について
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■「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、
他の生命保険会社等との共同利用について
■現在のご契約の解約・減額を前提として、新たなご契約のお申込みをご検討の場合について
■生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
■「生命保険契約者保護機構」について
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3 ご契約後について
■第2回以後の保険料のお払込みについて
■保険料払込の猶予期間とご契約の失効について
■年金お支払い時等に未払込保険料がある場合について
■保険料のお払込みが困難になられた場合について
■収入保障年金受取人の変更について
■収入保障年金受取人が死亡された場合について
■被保険者による解除請求について
■保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
■各種変更の手続きについて
■保障内容の見直しについて
■ご契約の解約と解約返戻金について
■生命保険と税金について

年金のお支払いなどについて
■年金等のご請求について
■年金等をご請求いただける場合について
■年金のお支払いなどができない場合
■年金をお支払いできる場合、できない場合（事例）

・無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款 
・特定疾病保険料払込免除特約（2018）
・リビング・ニーズ特約（2018）
・健康体割引特約

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4



04

memo



05

ご
契
約
に
際
し
て

1

2

3

4

年
金
の
お
支
払
い

な
ど
に
つ
い
て

保
険
の
特
徴
と

仕
組
み
に
つ
い
て

ご
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後
に
つ
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ご契約についての重要事項などぜひ
知っていただきたい事項をわかりやすく
説明しています。

ご契約の
し お り
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保険料の払込方法を変更したい

保険料のお払込みができなかった

保険料の負担を減らしたい

保険用語の意味がわからない

お申込みを撤回したい

告知義務について知りたい

お
申
込
み
に
あ
た
っ
て

保
険
料
に
つ
い
て

主な保険用語のご説明
ページ
08

こんなときは… このページをご覧ください

クーリング・オフ制度
（ご契約のお申込みの撤回または
ご契約の解除）についてページ

14

いつから保障が開始されるのか
知りたい

健康状態などの告知について
ページ
13

責任開始期（保障の開始時期）
についてページ

14

ページ
32

ページ
28

ページ
29

保険料の払込方法を
変更したい

保険料払込の猶予期間と
ご契約の失効について

保険料のお払込みが
困難になられた場合について

目的別もくじ

こ
の
保
険

の
特
徴

に
つ
い
て

この保険の特徴と仕組みについて
知りたい

特徴
ページ
22

仕組み
ページ
23
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ご
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後
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契約を解約したい

契約者や受取人を変更したい

住所変更や改姓について知りたい

年金が支払われない
ケースについて知りたい

年
金
等
に
つ
い
て

保
障
内
容

の
見
直
し

に
つ
い
て

ご
契
約
後
の
お
取
扱
い
に
つ
い
て

年金等をご請求いただける場合
について

ページ
36

年金月額を減額したい

こんなときは… このページをご覧ください

年金等のご請求について

年金をお支払いできる場合、
できない場合（事例）

ページ
38

受取人が請求できない場合の
年金の受取りについて知りたい

年金のお支払いなどができない
場合ページ

44

ページ
46

指定代理請求制度
ページ
36

ページ
33

ページ
31

ご契約の解約と
解約返戻金について

各種変更の手続きについて

保険証券を紛失してしまった

生命保険料控除や、年金に
かかわる税金について知りたい ページ

33 生命保険と税金について

特約を解約したい

保障内容の見直しについて
ページ
33

下記のような場合は、ご案内のページをご覧ください。

年金の支払いの
対象になるか知りたい

年金を請求したい
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ご契約に際して

1

当社の組織形態（株式会社）について1
保険契約締結の「媒介」と「代理」について2
生命保険募集人の権限と保険契約の締結について3
ご契約のお申込手続きについて4
健康状態などの告知について5
意向確認について6
責任開始期（保障の開始時期）について7
契約日について8
クーリング・オフ制度（ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除）
について9

個人情報のお取扱いについて10
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に
もとづく、他の生命保険会社等との共同利用について11

現在のご契約の解約・減額を前提として、新たなご契約のお申込みを
ご検討の場合について12

生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約
への影響の可能性について13

「生命保険契約者保護機構」について14
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保険の特徴と
仕組みについて

2
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特徴2
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付加できる特約4
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ご契約後について

3

第2回以後の保険料のお払込みについて1
保険料払込の猶予期間とご契約の失効について2
年金お支払い時等に未払込保険料がある場合について3

保険料のお払込みが困難になられた場合について4

5 収入保障年金受取人の変更について

6 収入保障年金受取人が死亡された場合について

7 被保険者による解除請求について

8 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて

9 各種変更の手続きについて

10 保障内容の見直しについて

11 ご契約の解約と解約返戻金について

12 生命保険と税金について
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無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款

特定疾病保険料払込免除特約（2018）

リビング・ニーズ特約（2018）

健康体割引特約

ご契約のとりきめを記載しています。

約 款
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M0007-03　（登）Ｂ18Ｎ2002（2018.6.26）②

Webサイトアドレス　http://neofirst.co.jp

0120-226-201
コンタクトセンター

受付時間 ：  9：00～19：00（土曜日は17：00まで）　日・祝日を除く

［募集代理店］

お問い合わせは窓口またはフリーダイヤルへ

受付時間：月～金／9：00～17：00
12月31日、1月1日～3日、祝日、振替休日を除く

0120-855-519

［引受保険会社］

ご
契
約
の
し
お
り
・
約
款
　
ネ
オ
し
ゅ
う
ほ

ネ
オ
フ
ァ
ー
ス
ト
生
命
保
険
株
式
会
社 2018年9月版

ご契約のしおり・約款

ネオファースト生命保険株式会社

＜無解約返戻金型収入保障保険＞

もしもの時に毎月決まった金額を受け取れる保険


